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	 これだけは知っておきたい	 	
	

１．学籍の確認	
	

１．１	学生証（身分証明書）	
	
学生証は，埼玉工業大学の学生であることの身分を証明するものです。	

学生証は，常に携帯してください。授業の出席確認や定期試験には学生証を呈示しなければなりませんが，

忘れた場合には，26 号館 1 階に設置されている証明書自動発行機で「仮学生証」の発行を受けてください。

「仮学生証」は発行日に限り有効です。	

	

１．２	学生証の交付と更新	
	
新入生の学生証は，入学式終了後の「入学手続時」に交付しています。	

在学生は，毎年４月初めのオリエンテーション・ウィーク期間内に必ず更新手続きをしてください。	

	

１．３	学生証の再発行	
	
学生証を遺失又は汚損してしまったときは，直ちに再発行の手続き（再発行料：2,000円）をしてください。	

再発行後，古い学生証が見つかった場合は，学生課に必ず返納してください。	

	

１．４	学生証の返還	
	
退学，除籍，又は卒業する場合は，学生証を直ちに学生課に返納してください。	

	

１．５	身上の異動・身上申告書の訂正	
	
身上申告書は，保証人・学生への通知や連絡，及び万一の場合における緊急連絡等に使用する唯一の重要書

類なので，学生本人又はその保証人の身上に変更（保証人の変更・住所変更・改姓）などが生じた場合は，速

やかに学生課にて手続きを行ってください。	

大学からの文書による通知等は，すべて現在届け出てある住所宛に送付しますので，変更があった場合には

速やかに手続きを行ってください。	

	

	

２．傷害保険・損害賠償保険について	
	
２．１	 学生教育研究災害傷害保険・学研災付帯賠償責任保険（財団法人日本国際教育支援
協会）	
	

正課・課外活動中及び登下校途中の不慮の事故に備えて，学生全員が「学生教育研究災害傷害保険」及び「学

研災付帯賠償責任保険」に加入しています。	

事故が発生したら，必ず１週間以内に学生課に連絡し，事故報告書を提出してください。	

なお，入院・通院の場合は，領収書を必ず保存しておいてください。	

	

１）保険金が支払われる場合	

①	 正課中	

講義，実験，実習，演習または実技による授業を受けている間，指導教員の指示に基づき研究活動

を行っている間の傷害事故。	

②	 学校行事中	

入学式，オリエンテーション，学位記授与式など大学が主催する学校行事中の傷害事故。	
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③ キャンパス内にいる間の傷害事故。	
④	 課外活動中	

⑤	 大学の登下校中（通常の通学路だけが対象です）及び大学施設等の相互間を移動中の傷害事故。	

⑥	 教育実習中の傷害事故。	

⑦	 インターンシップ中の傷害事故。	

⑧	 外部卒研中の傷害事故。	

⑨	 ボランティア活動や外部団体等のイベント協力中の傷害事故。	

※④・⑥・⑦・⑧・⑨は，所定の書類の提出が必要となります。関係する各課によって手続を行ってくだ

さい。	

	

２）保険金が支払われない場合	

故意，自殺，犯罪行為，疾病（急性アルコール中毒を含む），地震，噴火，津波，無資格・酒気帯び運転，

大学が禁じた行為・時間・場所の他，山岳登はん，スカイダイビング等これらに類する危険度の高い課外

活動。	

	

３）保険金の種類と保障額	

	 学生教育研究災害傷害保険	 損害賠償責任保険	

担	

保	

日	

数	

正課・学校行事中	 通院	 1日目から補償	 	

	

	

	

	

	

	

	

課外活動・キャンパス内休憩中	
	

通院	 14日以上	

	

教育実習・インターンシップ	

ボランティア活動	

通学途中・学校施設間の移動中	 通院	 4日以上	

内	

	

	

	

	

	

	 	

	 	

容	

正課・学校行事中	

死	 亡	 2,000万円	 	

	

	

	

	

対人賠償と対物賠償を

合わせて,１事故につき

１億円限度	

（免責金額	0円）	

	

日本国内外の事故を	

担保	

	

後遺障害	 120万円～3,000万円	

医	 療	 3,000円～30万円	

入	 院	
	 	 １日	 4,000円	

（180日限度）	

キャンパス内休憩中	

他課外活動	

	

死	 亡	 1,000万円	

後遺障害	 60万円～1,500万円	

医	 療	 ３万円～30万円	

入	 院	
	 	 １日	 4,000円	

（180日限度）	

大学施設等相互間	

移動中	

死	 亡	 1,000万円	

後遺障害	 60万円～1,500万円	

医	 療	 6,000円～30万円	

入	 院	
	 	 １日	 4,000円	

（180日限度）	
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２．２	傷病見舞金制度	
	
学内及びその関係施設内において発生した正課中，クラブ活動中の事故及びこれらに準ずる事故のため，学	

生が医師の診断を受けたときは，次により見舞金を贈ります。	

事故等が発生した場合は，必ず１週間以内に学生課に連絡し，事故報告書を提出してください。	

入院又は通院する場合は，治療費の領収書を必ず保存しておいてください。	

	

１）正課・学校行事中	

①	 通院・入院連続	 30日以上	 	 	 	 	 	 	 	 10,000円	

	

２）１）以外で学校施設内にいる間，及び課外活動中	

①	 通院・入院連続	 ４日以上７日まで	 	 	 	 	5,000円	

②	 通院・入院連続	 ８日以上13日まで	 	 	 	 10,000円	

③	 通院・入院連続	 14日以上	 	 	 	 	 		 	 	15,000円	

	

２．３	 学研災付帯学生生活総合保険（任意加入した学生のみ対象）	
	

本学では，正課・課外活動中及び登下校時の不慮の事故に備えて「学生教育研究災害障害保険」に全学生が	

加入しています。しかしながら，この「学生教育研究災害傷害保険」では，学内外における怪我や病気，他人

の財物損壊の賠償などは補償されませんので，保険制度「学研災付帯学生生活総合保険」への加入（任意）を

奨励しています。	

本保険は（財）日本国際教育支援協会が企画・運営しているもので，全国の大学の多くが加盟しており，通

常料金の３０パーセントの割引があります。詳細は学生課にお問い合わせください。プランにより補償内容が

違いますのでパンフレットをご確認ください。	

１）補償内容	

	 	①賠償責任（学生本人が他人に怪我をさせたり，他人の物を壊した場合など。）	

	 	 	②学生本人の怪我（学生本人が１日以上の通院又は入院を要する怪我や死亡又は後遺障害を被った場合。）	

	 	 	③学生本人の病気（学生本人が１日以上の通院又は入院を要する病気を被った場合。）	

	 	 	④救済者費用等（学生本人が入院したり，搭乗した航空機や船舶が遭難した場合。）	

	 	 	⑤育英・学資費用補償（扶養者が死亡したり，重度後遺障害を被った場合。又疾病により死亡。）	

	 	 	⑥生活用資産（学生の生活用品・身の回りの品が盗難にあった場合。）	

	 	 	⑦借家人賠償責任（家主に対して法律上の賠償責任を負った場合。）	

	 ２）補償の請求場所	

	 	 	①問い合わせ先	 ：	 保険屋さん24	 TEL0495-34-3737	 FAX0495-34-3838	

	 	 	②引受保険会社	 ：	 東京海上日動火災保険（株）	 ＴＥＬ048-521-4519	 	FAX048-521-4593	

	 ３）保険料	

	 	 	①自宅生プラン	 				３９，８００円	～（４年間）	

	 	 	②一人暮らし学生用	 ４５，７９０円	～（４年間）	

	 	

※全部で６種類のプランがあります。加入する際には必ず各プランの詳細を確認してください。	

	 ※入学後に加入する場合，保険料振込日の翌日から補償が開始されます。	

	 	 	

３．緊急災害対応について	
 
１）地震発生時の対応 
①授業中や授業時間外の場合 
	 大きな揺れを感じたら，すぐに机の下に隠れましょう。揺れが落ち着いたら，非常階段を使いグラウンド

に避難しましょう。エレベーターは地震時に停止し，中に閉じ込められるおそれがあるので，使用しないで

ください。 
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避難時には，建物からの落下物に注意し立ち止まらず，カバン等で頭を守りながら行動しましょう。 
②在宅中や通学途中の場合 
	 自宅では，第一に安全な場所に隠れましょう。また，まくらやクッション等で頭を守ってください。 
	 バスや電車に乗っている最中に揺れを感じたら，急停車に備え，手すりやつり革にしっかりとつかまりま

しょう。また，停車しても勝手に非常コックを開けて車外に出たり，窓から飛び降りたりしてはいけません。

必ず乗務員のアナウンスに従って行動しましょう。 
	 自動車の運転中に揺れを感じても，あわてて急ブレーキをかけないようにしましょう。急ブレーキは追突

事故の原因となってしまいます。 
揺れを感じたらハザードランプを点灯させながらゆっくり移動し，車道の左側か空き地に停車してくださ

い。車を離れる時はキーをつけたまま下車し，ドアはロックしないでください。 
 

 
＜大規模地震の発生が予想される時の処置について＞	 関東・東海・甲信越向け 

 
・大規模地震の発生が予想される時は，『地震防災対策強化地域判定会』が招集され，「警戒宣言」が発令さ

れた時点で全時限休講とします。「警戒宣言」の情報等は，テレビ・ラジオ等で確認し，安全な場所を確保す

るよう努めてください。 
・授業中や学内の場合は，構内放送により「警戒宣言」が発令されたことをお知らせします。 
・地震発生が数時間以内に予想される場合は，職員の指示に従い，直ちにグラウンドへ避難しましょう。 
・自宅や学外の場合，「警戒宣言」が解除されるまで休講とします。「警戒宣言」が解除された時は，通常授

業を実施します。 
 
 
２）火災発生時の対応 
・普段から，非常口・非常階段・消火器・消火栓等の位置を確認しておいてください。 
・火災を発見したら非常ベルを押し，初期消火に努めてください。 
・非常時の場合は，構内放送にしたがってください。 
・放送のない場合，あわてず安全な場所(グラウンド)に避難してください。この時，エレベーターは使用し
ないでください。 

 
災害安否確認通知システムについて 

 
本学は，災害安否確認通知システムを導入しています。 
このシステムは，災害発生時にメールを送信し，学生の被災状況を確認できます。地震が発生した際は，震

度が5強以上の場合のみ，メールが自動送信されますので，必ず設問に回答し安否をお知らせください。そ
の他災害については，事務局で判断し確認させていただく場合もあります。 
なお，災害発生時以外の学内連絡にも使用します。学内連絡を受信した際も，既読報告にご協力をお願いし

ます。 
当通知メールは，タイトルが【埼玉工業大学 一斉通知確認】で送信されます。受信した際は必ず確認し，既
読報告をしてください。 
この通知は， Live Campusに登録していただいたメールアドレスに送信しますので，受信しやすいメール
アドレスに更新してください。 
安否確認メールのアドレスは，「anpi@mob-connect.com」です。 
メールの受信制限をしている場合は，安否確認メールのアドレスを受信許可に設定してください。 
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